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1  策定の趣旨と位置付け 

 策定の趣旨 

本市の水道事業は、平成 27年３月に計画期間を 10年間とした「第三次水道事業基本計

画～もりおか水道ビジョン～」（以下「第三次基本計画」という。）を策定し、「安全でおいしい

水を、安定的に供給する強靱な水道システムを築き、将来にわたってお客さまから信頼され

る水道」を基本理念として、効果的かつ効率的な事業運営を推進してきました。 

しかし、人口減少や節水機器の普及等に伴う水需要の減少、施設の老朽化に伴う更新需要の

増大等、水道事業を取り巻く状況は厳しさを増しています。また、地震等の自然災害への危機管

理対策の強化、職員の技術継承等、様々な課題に直面しています。 

このような課題へ積極的に取り組むほか、安全でおいしい水の安定供給の継続、強靱な水道

施設の構築、将来にわたって持続可能な水道システムの構築等、計画的な事業推進を図るた

め、本市水道事業の基本理念と新たな将来目標を示した「盛岡市水道ビジョン 2045」を策定

するものです。 

なお、本市の水道施設は、地域内の健全な水循環の維持に貢献する重要な水インフラである

ことから、本ビジョンに基づいて水道施設を戦略的に維持管理・更新することは、国が令和６年

度に策定した水循環基本計画の推進にも資するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

水循環基本計画 

 水循環基本法第 13 条に基づき、水循環施策の総合的・計画的な推進を図るため、平成 27 年 7 月

に閣議決定された国の計画。令和６年能登半島地震で上下水道等のインフラが被災し、生活用水の

確保が課題とされたことから、令和６年８月に改定された。重点的に取り組む事項として、水循環

を構成する水インフラの耐震化やＤＸ導入等による事業の効率化などに重点的に取り組むことが盛

り込まれている。 
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 計画の位置付け 

盛岡市水道ビジョン 2045（以下「本ビジョン」という。）は、まちづくりの基本となる指針を

定めた「盛岡市総合計画」の部門計画であり、整合を図るとともに、厚生労働省「新水道ビジョ

ン」を踏まえた、本市水道事業の将来像を示す、盛岡市の「水道事業ビジョン」及び総務省が策定

を要請している「経営戦略」として位置付けます。 

本ビジョンは、目指すべき将来像を示した「ビジョン（基本理念） 」 、その将来像を具現化す

るための具体的な施策と実現方策を示した「盛岡市水道事業基本計画」、中長期で定める経営

の基本計画である「盛岡市水道事業経営戦略」で構成しています。 

なお、本ビジョンは、第三次基本計画を引き継ぎつつ、本市水道施設の整備に関する基本的

方針を定めた「もりおか水道施設整備構想」を踏まえて策定したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 計画期間 

本ビジョン全体の計画期間は令和７年度から26年度までの20年間とし、盛岡市水道事業基

本計画は、盛岡市総合計画に併せて10年ごとに見直しを行います。また、盛岡市水道事業経営

戦略は、４年ごとに見直しを行うとともに、併せて現行料金等の妥当性の検討を行います。 

また、上記に関わらず、社会環境の急速な変化や各施策の達成状況を踏まえ、必要に応じて

見直しを行います。 
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2  水道事業の概要 

 本市水道事業のあゆみ 

本市の水道事業は、昭和９年 12月１日に各戸給水を開始し、その後、７次にわたる拡張事業

を行い、市勢の進展に伴う水需要の増加に対応してきました。令和５年度末時点の水道普及率

は 98.3％に達し、毎日の暮らしに欠くことのできないライフラインとして重要な役割を担って

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1932 （昭和７）

1933 （昭和８）
1934 （昭和９）
1950 （昭和25）
1952 （昭和27）
1953 （昭和28）
1955 （昭和30）

1957 （昭和32）
1958 （昭和33）
1958 （昭和34）
1959 （昭和35）
1963 （昭和38）
1966 （昭和41）
1970 （昭和45）
1972 （昭和47）
1975 （昭和50）

1984 （昭和59）
1988 （昭和63）
1990 （平成２）
1992 （平成４）
1993 （平成５）
1995 （平成７）

1996 （平成８）

1997 （平成９）
2002 （平成14）

2005 （平成17）
2006 （平成18）
2010 （平成22）
2011 （平成23）
2012 （平成24）
2014 （平成26）
2016 （平成28）
2017 （平成29）
2021 （令和３）
2022 （令和４）

第３次拡張事業認可を受ける（北厨川揚水場建設）
繋簡易水道が盛岡市に移管される
第２次拡張事業認可を受ける（青山揚水場建設）
水道課を水道事業所に改める
第１次拡張事業認可を受ける（中津川揚水場建設）

「第三次盛岡市水道事業基本計画～もりおか水道ビジョン～（計画期間：平成27～36年度）」を策定する

盛岡市水道水源保護審議会を市長の諮問機関として設置する
盛岡市水道水源保護条例を施行する
「新盛岡市水道事業基本計画（計画期間：平成17～26年度）」を策定する
玉山村と合併する
下水道部との組織統合により水道部から「上下水道局」となる
第７次拡張変更その２事業認可を受ける（玉山区水道事業と前田簡易水道を統合）
水道GLP（水道水質検査優良試験所規範）の認定を受ける

第７次拡張事業認可を受ける（新庄浄水場、水質検査センター建設）

機構改革で水道事業所を水道部と改める

水質検査センター（現水質管理センター）が完成する

沢田浄水場が完成する

繋簡易水道を上水道に統合する
都南村と合併する
第７次拡張事業変更認可を受ける（都南村合併に伴う緊急整備）
「盛岡市水道事業基本計画（計画期間：平成７～16年度）」を策定する
新庄浄水場が完成する

年 主なできごと
水道布設認可を受ける（米内浄水場・新庄配水場建設）
水道課を新設する
盛岡市水道給水条例（第１号）を公布する

簗川ダム完成
中屋敷浄水場の浄水処理を停止

「第三次盛岡市水道事業基本計画（資料編）個別施設計画」を策定する
水道料金改定

着工から２年２ヶ月で工事が完成し、米内浄水場で通水式を行う（12月１日給水開始）

第４次拡張事業第一期認可を受ける（中屋敷浄水場・高松配水場建設）

中屋敷浄水場が完成する
現行の盛岡市水道事業給水条例を制定する

第６次拡張事業認可を受ける（沢田浄水場建設）
水道事業経営審議会を市長の諮問機関として設置する

第４次拡張事業第二期工事認可を受ける（中屋敷浄水場施設拡充）
第５次拡張事業認可を受ける（米内浄水場施設・新庄配水場拡充）
第５次拡張事業変更認可を受ける（中屋敷浄水場施設拡充）

飯岡・中羽場簡易水道を上水道に統合する
｢盛岡市水道水源水質保全基本計画」を策定する

第６次拡張事業変更認可を受ける（給水区域の変更、中屋敷浄水場に活性炭処理施設を導入）
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3  現状と課題 

 水需要 

 給水人口と有収水量 

給水人口は、都南村・玉山村との合併時にそれぞれ増加したものの、平成25年度からは減少

傾向が続いていており、令和５年度末時点で273,733人となっています。 

有収水量は、平成12年度をピークに減少傾向が続いています。ピーク時（ 3,083万㎥／年）

と令和５年度（ 2,753万㎥／年）を比較すると、有収水量は 10.7％減少しています。このよう

な傾向が見られる背景としては、人口減少のほか、節水意識の向上や節水機器の普及により、

水道使用量が減少していることが考えられます。 

 水需要の見通し 

盛岡市総合計画の人口予測結果を参考に給水人口を予測すると、令和26年度には約

222,900人にまで減少する見込みです。これを基に有収水量を予測すると、令和26年度に 

は、年間 2,420万㎥まで減少すると見込まれます。 

水需要の減少は、給水収益の減少につながり、水道事業の経営に大きく影響します。また、長

期的には配水能力が過剰となり、施設利用率の低下が懸念されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【水需要における課題】 

〇水需要が減少していく中での安定した料金収入の確保 

〇水需要の減少に対応した施設規模の適正化 
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 水質管理 

 水源・水質 

 原水の状況 

本市の主要水源である米内川、簗川、中津川は、盛岡・都南地域の水道水源として十分な水

量と水質が保たれています。玉山地域では、生出浄水場が湧水、刈屋浄水場が地下水、前田

浄水場が沢水をそれぞれ水源とし、いずれも十分な水量、水質が保たれています。 

しかし、近年は、本市においても平成25年度及び令和６年度に集中豪雨による災害が発生

するなど、大きな被害をもたらすような極端な気象現象の発生が見られるほか、地球温暖化

に伴い、水温上昇によるダム湖の富栄養化、有機フッ素化合物（PFAS）等の化学物質による

リスクが懸念されます。こうした事象が原因となり、水源が汚染され、突発的水質異常を引き

起こし、水質事故へつながります。特に地下水の場合、水源が一度汚染されると回復するため

に多くの時間を要することから、水源保護の取組が重要です。 

 水源保護の取組 

本市では、水道水源の保護を目的として中津川上流域の森林を取得し、水源涵(かん)養林

として維持管理しています。令和6年度末までの取得面積は、寄附も含めて265.46haとな

っています。 

なお、平成29年度に実施した機能評価では、中津川水系においては涵養機能の向上が確

認され、米内川水系、簗川水系についても森林の状況に大きな変化はなく、良好な涵養機能

が期待できるとの結果を得ています。 

しかし、近年、気象災害が激甚化、頻発化しており、水源への影響が懸念されることから、定

期的に山林の状態を把握し、水道水源区域内の森林の保全に努めることが重要です。そのた

めには、森林保全の啓発災害発生の危険性がある森林を取得して管理するなどの施策の検

討が必要です。 

 

水源涵養林位置図 
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 水質管理体制 

本市では、河川などの水源から浄水場における浄水処理工程、そして各家庭の蛇口に至る

まで、自己検査体制で水質を厳しくチェックし安全性を確認しています。 

平成24年１月には、高い品質管理と技術力を持つことの証明である「水道水質検査優良試

験所規範（水道GLP）」の認証を取得しました。今後も検査体制、検査員の技術力の維持向上

に努め、水道GLPの認証を継続していくことが重要です。 

原水及び浄水には、水質基準項目、水質管理目標設定項目、その他要検討項目等の検査

項目があり、毎年策定する水質検査計画に基づき検査を行っています。また、水道水は衛

生上の観点から、塩素による消毒が義務付けられていますが、この濃度が高いとカルキ臭

の原因となります。そのため、浄水場では塩素をはじめとした薬品注入管理をきめ細やか

に調整し、安全でよりおいしい水の提供に努めています。 

各浄水場では、水道水の安全性や品質を確保するため、食品製造分野で確立されている

HACCP（Hazerd Analisys and Critical Control Point）の考え方を導入し、水源

から給水栓まで至る各段階で危害評価と危害管理を行い、安全な水の供給を確実にする

水道システムを構築するため「水安全計画（WSP：Water Safty Plan）」を策定し運用を

図っています。なお、PFASのように健康への影響が懸念され、新たに水質基準項目への

追加が見込まれる化学物質を的確に検査、管理できる体制の維持が重要です。 

 貯水槽水道の水質管理 

ビル・マンションなどの受水槽から蛇口までの水道施設を「貯水槽水道」といい、設置者が

管理することと定められています。本市では、水質面での不安や衛生上の問題が生じないよ

う、貯水槽水道の設置者に対し指導・助言などを行うほか、実態調査を実施して管理状況の

把握に努めています。また、受水槽の衛生問題解消や給水サービス向上の観点から、受水槽

を必要としない直結給水の促進に努めています。 

 

【水質管理における課題】 

〇水源の保全と水質リスクへの対応 

〇水安全計画の運用管理の徹底 
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 災害対策 

 減水・断水の防止 

本市では、災害時においても安定給水を継続するため、水道施設の耐震化、浄水場間の連

絡管や配水幹線の整備など水道水の安定供給体制の構築と災害時のバックアップ機能の強

化を図ってきました。また、東日本大震災における30時間の停電を踏まえて、自家発電設備

や移動電源車の配備及び燃料の備蓄を図ってきました。しかし、近年は30時間を超える長時

間にわたる広域停電が発生しており、より一層の停電対策が必要となっていることから、72

時間の停電に対応できるように施設の整備を進めています。 

 応急給水対策 

本市では、非常時の対応として、給水タンク車の配備や応急給水用資機材の整備などの対

策を進めています。また、他の水道事業体との災害時相互応援協定の締結やこれに基づく防

災訓練の実施、水道技術研修施設の活用による職員の対応力強化など、ソフト面の充実にも

取り組んでいます。 

今後は、応急給水用資機材の整備を計画的に進めるとともに、より効果的な応急給水拠点を

選定し、お客さまへの事前広報の方法について検討する必要があります。このほか、応急復旧や

応急給水のための民間企業などとの協力体制についても、確実に機能するよう実効性の高い

運用体制の構築を進める必要があります。 

 危機管理対策 

本市では、浄水場や配水場などの各施設は、平常時から水道水の安全性を確保する上で重要

な施設であるため、外部からの侵入防止対策として防護フェンスを設置しているほか、監視カメ

ラや赤外線センサーなどにより監視体制の強化を図っています。 

また、ソフト面でも、各種対応マニュアルの整備や水質事故等を想定した訓練を実施するな

ど、事故災害時にも迅速かつ的確な対応が可能な組織体制の構築に努めています。 

 

 

 

 

【災害対策における課題】 

〇災害に強い水道施設の構築 

〇停電対策の強化 

〇応急給水や実効性の高い応急復旧体制の構築 

〇非常時の危機管理体制の強化 
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 水道施設 

 浄水場など基幹施設の状況 

本市の各浄水場などの基幹施設の多くは、高度経済成長期における急速な水需要の増加に

対応するため、施設の拡張整備を行ってきましたが、今後10～20年のうちにその多くが法定

耐用年数を経過する見込みです。創設当時から使い続けている施設については、既に法定耐用

年数を超過しているため、財源が限られる中で施設の老朽度や重要度に応じた更新が課題とな

っています。 

令和４年度には、近年の水需要の減少や施設の老朽化を踏まえ、中屋敷浄水場の浄水処理を

停止しました。今後も将来の水需要の減少に合わせた施設の再構築が必要となります。 

 管路の状況 

法定耐用年数を経過している配水管は、経年化した管路を一度に更新することは難しいた

め、老朽度・重要度を考慮し、管路の耐震化と合わせて計画的に更新する必要があります。特

に、高級鋳鉄管（CIP）や硬質ポリ塩化ビニル管（VP）の経年管は、赤水や漏水などの発生リスク

が高く耐震性にも劣るため、重点的に更新を進めています。 

管路の耐震化にあたっては、配水管整備基本計画に基づき耐震化を進めているが、特に重要

な給水施設（病院、避難所）については、水道施設耐震化計画（管路編）に基づき、想定震度が高

く被害が大きいとされている地域を中心に、優先的に耐震化を進めています。 
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 配水管未整備地域の状況 

計画給水区域内の配水管未整備地域については、対象地域の住民からの給水要望を受け、整

備後に水道を利用することについての確約をいただいた上で、緊急性や道路条件、他事業との

整合性、費用等を踏まえて整備を実施しています。また、整備の決定にあたっては、将来の水需

要や人口減少等を踏まえた投資であるか見極めることが必要となります。 

なお、令和５年度末時点における本市の水道普及率は98.3％となっています。残り1.7％の

配水管未整備地域においては、今後の人口減少などの社会情勢を踏まえると、効率的な経営の

視点からは、新たな配水管整備は慎重に判断する必要があるとともに、今後は、給水区域の縮

小について検討が必要となっています。 

 

 

 

 

 

【水道施設における課題】 

〇増加する経年施設の計画的な更新・改良 

〇水需要減少時代にあわせた施設の再構築 

〇水道施設の早期の耐震化 

〇新たな配水管整備のあり方（配水管未整備地域） 



     盛岡市水道ビジョン 2045 

10 

 

 環境対策 

 環境負荷の低減 

水道水の供給は、取水、浄水処理などの過程で多量のエネルギーを使用していることから、消

費エネルギーの削減に向けた省エネなどの対策の促進が求められています。これまで、浄水発

生土の有効利用や新庄浄水場における太陽光発電の利用など、資源の有効利用や再生可能エ

ネルギーの導入に取り組んできました。国は、2050年までに温室効果ガスの排出を全体とし

てゼロにする「カーボンニュートラル」を目指すこととしていることから、上下水道局においても

公的事業者の社会的責任として、再生可能エネルギー設備の拡充や LEDなどの省エネルギー

機器の導入を検討する必要があります。また、水源涵養林の活用など、森林吸収源対策の観点

からもカーボンニュートラルに寄与する取組を検討していく必要があります。 

 お客さまサービス 

 水道相談等への対応 

ワンストップサービスを目指し、お客さまからの相談・要望等に即応するため平成９年度から

給水サービス係を設置し、平成 22年度からはサービス係として、給水装置等の小修繕、水質相

談、漏水調査等を行い、お客さまサービスに努めてきました。 

 窓口業務 

平成16年度にインターネットでの水道使用開始・中止受付やコンビニエンスストアでの料金収

納を開始し、平成23年度からはお客さまセンターを設置、令和３年度にはスマートフォン決済納

付を開始したほか、令和５年度からはＷｅｂ口座振替受付サービスを開始してお客さまサービス

の拡充に努めてきました。 

 

 

 

 

 

【環境対策における課題】 

〇再生可能エネルギー設備の拡充や省エネルギー機器の導入検討 

〇水源涵養林のカーボンニュートラルへの貢献 
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 広聴広報 

水道は、毎日の暮らしに欠くことのできないライフラインの一つですが、平常時にはあまり意

識されないのが実情です。 

これまで６月の水道週間に合わせた水道施設見学会の実施や水道凍結防止キャンペーンの開

催などに取り組んできました。また、令和５年３月に「盛岡市上下水道局広報戦略方針」を策定

し、プロモーションカードの活用や広報研修の必修化等により、職員一人ひとりの広報意識向上

に取り組み、お客さまの信頼獲得につながる広報活動の実践に努めています。 

 地域社会との協調 

地域に根ざした公営企業として、水道事業の取組を紹介する出前講座や小学生などを対象と

した浄水場見学の実施、中学生・高校生を対象とした職場体験学習の受け入れなどを通して、地

域社会への貢献のほか、水道事業の PRに努めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お客さまサービスにおける課題】 

〇料金納付サービスの充実 

〇広聴広報を通じたお客さまとの相互理解の促進 

〇DXの推進 
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 事業経営 

 財政状況 

公営企業である水道事業は、安全でおいしい水を安定的に供給しながら、常に企業としての

経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進することを経営の基本原則としています。本市

はこれまでも、一部業務の民間企業への委託や維持管理コストの削減に取り組みながら、健全

で効率的な事業運営に努めてきました。 

しかし、水需要の減少にあわせて料金収入が減少傾向にあり、水道事業を取り巻く環境は厳

しさを増していくものと見込まれます。 
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 料金制度 

水道料金体系は、水道事業を取り巻く環境の変化や水道の使用実態に対応し、使用者間の負

担の適正化を図るため、平成29年４月１日に改定を行い、基本料金を引き上げ、従量料金を引

き下げ、逓増逓減型の料金体系を導入したところです。 

今後、人口減少とともに水需要の減少が進むことを前提として、更なる経営効率化を図ると

ともに、安定経営を維持できる料金体系に見直していくことが必要です。 

 人材育成と技術の継承 

水道事業は、お客さまの水道料金で事業を行う独立採算の公営企業であり、職員には、常に

経営感覚を持って職務に当たることが求められています。このため、「盛岡市上下水道局職員研

修実施計画」に基づき、職員の経営能力と技術力向上に努めています。 

なお、技術系の職員の年齢構成は令和５年度末時点で50歳代以上の職員の割合が約43％

を占めており、今後10年間に豊富な知識・経験を有する職員が大量に退職すると見込まれるた

め、職員の技術力低下による事業への影響が懸念されます。このことから、研修参加機会の拡

充や水道技術研修施設整備の検討など、人材育成に力を入れる必要があります。また、水道事

業を支える民間の工事業者においても、技術者の高齢化や人材不足が深刻となっており、連携

や支援の取組を強化する必要があります。 
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【事業経営における課題】 

〇負担の公平性と安定収入の確保に向けた料金制度の見直し 

〇将来を見据えた人材育成と技術継承 
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4  前計画の振り返り 

本ビジョンは、平成 27年度から令和６年度までの第三次基本計画を引き継ぐ計画です。計

画期間中の事業費の実績額は 46,906,073千円（令和６年度は予算額）、当初計画額は

48,023,161千円、達成率は 97.67％であることから、おおむね計画どおりに進捗しまし

た。 

 

5  計画の進行管理 

盛岡市水道事業基本計画 2025では、成果指標の達成状況や環境の変化に合わせて、主な

取組内容を毎年度見直しながら進行管理していきます。その上で、最終年度（令和 16年度）に

おいて、取組状況や達成見込みを踏まえ、次期計画「盛岡市水道事業基本計画 2035」に反映

させていきます。 

盛岡市水道事業経営戦略 2025では、盛岡市水道事業基本計画 2025との整合を図りな

がら、毎年のローリングを実施し、進捗管理を行い、状況を「盛岡市上下水道事業経営審議会」

で報告をします。また、４年に１回水道料金の妥当性を含めた経営状況の見直しを行い、必要に

応じ、経営戦略の改定を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）

区分 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R01年度 R02年度 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 計

当初計画額 4,407,624 5,590,908 5,207,836 5,056,221 4,894,344 4,710,926 3,784,443 4,219,337 5,109,638 5,041,884 48,023,161

実績額 3,251,942 3,638,024 3,602,604 4,168,094 4,219,821 5,014,890 5,090,097 5,115,661 5,520,272 7,284,668 46,906,073
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6  基本理念 

本ビジョンでは、平成27年３月に策定した第三次基本計画の基本理念を継承し、国の「新水道

ビジョン」で示されている「安全」「強靱」「持続」という指針を踏まえて、事業を推進していきます。 

また、本市の水道事業における現状と課題を踏まえ、水道事業の目指すべき理想像である基本

理念を実現するため、次の５つの施策方針を定めます。 

現状と課題 

水需要 水質管理 災害対策 水道施設 環境対策 
お客さま 

サービス 
事業経営 

 

 

 

 

 

 

安全でおいしい水を安定的に供給する強靱な 

水道システムを築き、将来にわたってお客さま 

から信頼される水道を目指す 
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施策

10-1　資源リサイクルの推進

施策方針 具体目標

5 バックアップ機能の強化
5-1　水運用機能の強化

5-2　配水ブロックの整備

4-1　構造物の耐震化
4 施設の耐震化

4-2　管路の耐震化

1-1　水源保全活動の推進

1-2　近隣市町との連携

2

9-3　漏水防止対策の強化

7-1　施設の実態把握

8-1　管路整備計画の策定・見直し

8 管路の更新・整備 8-2　経年管路の更新

8-3　計画的配水管網の整備

6-4　災害時の通信手段の整備

2-2　水安全計画の運用

2-1　水質検査体制の強化

3 安全な水道の普及促進
3-2　給水装置の適正管理

3-3　水道の普及促進

3-1　直結給水の促進

水質管理体制の強化

3-4　鉛製給水管の解消

6-1　応急給水体制の確保

災害対応の充実

6-2　応急給水資機材の整備

6-3　応急復旧体制の確保

12-1　広聴機能の充実

12

6-5　広域連携の強化

11 お客さまの利便性・満足度向上
11-1　窓口業務の充実

11-2　料金サービスの充実

7
取水・浄水・配水施設の

更新・改良
7-2　整備計画の策定・見直し

7-3　基幹施設の更新・改良

9-1　効率的な運転管理体制の構築

9-4　局本庁舎の更新

9 適正な維持管理 9-2　維持管理の充実

13-5　広域化の研究

13-2　民間活力の活用

13-3　業務改善の推進

広聴・広報の充実
12-2　広報活動の充実

水道水源の保全

13-1　組織・人員の適正配置

15 人材育成・技術継承の推進

収入の確保・財政基盤の強化

13-4　情報管理の高度化

14-1　料金制度の見直し

14-2　資産の有効活用

10 環境負荷の低減

14-3　料金収納の強化

12-4　地域社会への貢献

14

12-3　イメージアップの推進

経費の削減・効率化の推進

③計画的な施設の更新・改良

～未来を確かなものとします～

④お客さまサービスの向上

～お客さまの笑顔とともに～

⑤健全経営の推進

～堅実な舵取りを約束します～

1

①安全で良質な水道水の供給

～信頼を届けます～

②災害対策の充実

～いざというときに備えます～

6

13

16
経営課題解決に向けた

新たな手法の導入

15-1　水道事業を担う人材の育成

15-2　水道技術の継承

16-1　ＤＸの推進

16-2　ＧＸの推進

水質管理

水需要 災害対策 水道施設

環境対策

お 客     事業経営

お 客     

災害対策 水道施設

水道施設

水需要

水需要

事業経営

環境対策

盛岡市水道事業基本計画 2025 

1  施策の体系 

課題の解消を図り、事業経営を着実に進めるために、５つの施策方針に基づき、計画期間内

（令和 7年度から 16年度まで）の具体目標及び施策を次のとおり定め、実施します。 
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施策方針① 安全で良質な水道水の供給 

水道は、生活や都市活動が存続するために不可欠なライフラインであり、お客さまへ安全で良

質な水をお届けし続けることが使命です。また、お客さまの水道に対するニーズが高度化・多様

化し、水道水には安全性のみならず｢おいしさ｣も求められるようになっています。今後も快適な

生活を支え、お客さまにご満足いただける水道であり続けるため、水源から蛇口までの水質管

理体制強化を図り、多様化する水質リスクに的確に対応していきます。 

具体目標１ 水道水源の保全 

施策 1-1 水源保全活動の推進 

安全で良質な水道水の基本となる水源水質の維持・向上のため、盛岡市水道水源保護条例

などの条例・制度を活用するとともに、水道水源保全の重要性についての広報活動を強化

し、水道水源の汚染や汚濁を防止するなど水源保全に取り組んでいきます。 

施策 1-2 近隣市町との連携 

水源流域に関わる国や県、近隣市町などの機関と連携して水源保全に取り組んでいきま

す。 

主な取組 

事業番号１ 水道水源涵養林保全事業 
良質な原水を確保するため、水源涵養林の維持管理を継続します。また、これまでの取

組だけではなく、植栽樹種の更新や木材の活用についても検討を行います。これらについ
ては、模範的に取り組み、その内容を積極的に発信をします。 

 
事業番号２ 浄化槽設置整備への補助事業 

良質な原水を確保するため、水道水源区域で浄化槽を設置しようとする方に対する補
助金交付を継続します。 

 
事業番号３ 盛岡市水道水源保護条例の運用 

開発などによる水道水源区域の荒廃を防止し、良好な水源環境を保全するため、盛岡
市水道水源保護条例に基づき、水道水源保護協定の締結、特定事業施設から排水される
排出水の水質指針値の遵守の確認、水道水源保護審議会の開催などを行います。 
 

事業番号４ 水源保全に関する広報活動の充実 
将来にわたって水源を保全していくため、これまで行ってきた水源保全の啓発に係る

ホームページ・SNS・YouTube での発信、水道施設見学会や出前講座等の対面広報の
継続、水質検査の必要性・重要性等、市民が理解し、伝わる広報実現のために、新たな視
点での広報活動を行います。 

主な取組 

事業番号５ 近隣市町との水源保全活動 
本市の水道水源集水区域は、近隣市町にも位置していることから、水源水質の保全につ

いて近隣市町に働きかけを行います。 
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具体目標２ 水質管理体制の強化 

施策 2-1 水質検査体制の強化 

国が定める水質基準をはじめとする関係法令に基づき、自己検査体制による適正な水質

管理の徹底と充実を図り、水道GLPの認証継続に努めるとともに、水質基準の強化等による

測定項目の追加や新たな水質問題に的確に対応するため、計画的に検査機器の更新や維持

管理を行い、検査精度の維持・向上に努めます。               

施策 2-2 水安全計画の運用 

厚生労働省「水安全計画策定のためのガイドライン」に沿って、水源から蛇口に至るまで、各

浄水場水系における危害の評価と管理を行う水安全計画の運用管理の徹底を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な取組 

事業番号６ 水質検査機器整備事業 

水道GLPの品質管理マニュアルに基づき、精確かつ安定して検査を実施できるよう、
必要な検査機器の新規取得及び更新を適切に実施します。また、毎日検査を自動化し、遠
隔で常時監視するため水質自動測定装置を新たに整備します。 

 

事業番号７ 水質検査機器維持修繕事業 

  計画的に水質検査機器の保守点検を行い、必要な修繕を実施し、安定した検査環境を整
えます。 

主な取組 

事業番号８ 水安全計画の運用 

日常の記録管理、危機分析、検証を確実に実施します。また、レビューにより、各担当部
署ごとの意見を取りまとめ、水道システム全体の一元管理を実現するほか、他都市の事例
を学び、知見を広げ、必要なものは取り入れることで、より良い水道システムの安全性の
向上に努めます。 
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具体目標３ 安全な水道の普及促進 

施策 3-1 直結給水の促進 

中高層建物直結給水技術基準により、直結直圧式は３階まで、直結増圧式は４階から15

階程度までとして直結給水を導入し、新規建物への採用を進めます。また、衛生管理面にお

ける直結給水方式の長所を広くPRし、貯水槽水道を採用している既存建築物に対する切

り替えを促進していきます。 

施策 3-2 給水装置の適正管理 

お客さまの協力を得ながら、給水装置や貯水槽水道の管理状況の把握に努め、必要な 

場合は、水道事業者として公衆衛生上の助言を行うなど積極的な指導を行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な取組 

事業番号９ 直結給水促進事業 
直結給水の新規建物への採用や、受水槽給水の既存建物に対する切り替えを促進

します。直結給水の採用により、受水槽の設置が不要となり、配水管から直接新鮮な水
が供給されます。 

主な取組 

 事業番号 10 指定給水装置工事事業者の指導・育成 
指定給水装置工事事業者に対し講習会などを開催するとともに、新規に指定した事業

者に対しては個別説明会を実施し手続き等の周知を行います。さらに、指定給水装置工
事事業者研修会を開催し知識の習得と技術の向上が図られるよう指導・育成します。 

 
事業番号 11 貯水槽水道管理指導業務 

貯水槽水道の管理不徹底による衛生上の問題を防ぐため、管理状況の把握に努めると
ともに設置者に対して指導・助言などを行います。 

 
事業番号 12 水道メーター整備事業 

有効期限を迎える水道メーターを計画的に交換しながら、止水栓が不良となっている
箇所や老朽管の是正、検針が困難な箇所の改善を行います。 
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施策 3-3 水道の普及促進 

計画給水区域内の未整備地域については、整備の緊急性や投資効果、道路条件、他事業と

の整合性、効率的な整備手法などを検討しながら水道の普及に努めます。また、水量・水圧の

維持・適正化や水質改善など、適切な供給体制の確保に努めます。 

 

施策 3-4 鉛製給水管の解消 

昭和９年から平成元年までに施工された給水管には、鉛が使用されているものがあり、一

部は現在でも使用されており、令和5年度末での残存栓数は29,399栓となっています。国

は水道水の鉛濃度について、生涯にわたって継続して摂取しても健康に影響を与えない水準

として0.01mg/Ｌ以下と定め、本市の水道水もこの基準を満たしています。 

しかしながら、鉛製給水管が使用されている場合、朝一番に使用する場合や長時間使用し

ない場合には、最初に出る水に微量の鉛が溶け出す場合があるため、お客さまが行う鉛製給

水管布設替工事への補助金交付や経年管の更新に合わせて鉛製給水管の解消を進めます。 

 

 

 

 

 

 

主な取組 

事業番号 13 配水能力増強事業 
盛岡市配水管整備基本計画に基づき、配水管の増径や耐震化を実施します。 
 

事業番号 14 未給水地域解消事業 
地域からの要望により、道路状況、水質保持の観点及び投資効果を勘案するほか、水道

使用に関する確約などを精査し、配水管を整備します。 
 

事業番号 15 配水管内水質管理事業 
古くなった仕切弁や異形管を交換するとともに、排水装置となる消火栓や排水弁を新

設するほか、施工後に管路内に付着した異物等を強制洗管により除去し、水質保全に努め
ます。 

 
事業番号 16 私設配水管等設置費補助金交付事業 

私設配水管設置費用の一部を補助し、水道普及の促進、漏水の防止、石綿セメント管の
早期布設替えを図ります。 

主な取組 

事業番号 17 鉛製給水管解消事業 
鉛製給水管布設替えを行う場合に費用の一部を補助するほか、個別周知事業の推進に

より、鉛製給水管の解消を促進します。 
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施策方針② 災害対策の充実 

水道は、お客さまの暮らしや産業活動を支える重要なライフラインです。平常時はもとより事

故や災害が発生した場合でもその役割を果たしていくため、日常の維持管理に努めるととも

に、水道施設への被害を最小限に抑えるため、基幹施設や基幹管路を中心に耐震化を推進して

いく必要があります。 

また、万一の災害時にも安定給水が可能となるよう、浄水場等施設への自家発電設備の整

備、配水系統のバックアップ機能の整備や応急給水対策を推進し、災害に強い水道システムを

構築していきます。 

具体目標４ 施設の耐震化 

施策 4-1 構造物の耐震化 

浄水場や配水池などの構造物については、耐震診断に基づき計画的な耐震化を実施して

いきます。特に耐震化優先度の高い基幹施設については、平成29年３月に策定した構造物の

水道施設耐震化計画（施設編）を見直しながら、順次耐震補強を実施します。 

施策 4-2 管路の耐震化 

配水管整備基本計画（平成31年２月策定）や水道施設耐震化計画（管路編）（平成24年

12月策定）等に基づき、経年管の更新と耐震化を一体的に推進していきます。特に想定震

度が大きい地域の病院や避難所等の重要給水施設への供給ルートについては、優先的に

耐震管への布設替えを進めていきます。 

主な取組 

事業番号 20 水道施設耐震化計画（管路編）の改定 
配水池等の基幹水道施設から重要給水施設までの配水管の耐震化を推進し、優先的に

進めている市北西部への安定供給体制の整備完了にあわせて、次の地域の耐震化計画を
策定します。 

 
事業番号 21 重要給水施設配水管整備事業 

水道施設耐震化計画（管路編）に基づき、災害時においても、重要施設給水施設に対し
て安定供給が図られるよう計画的な配水管整備を推進します。 

主な取組 

事業番号 18 水道施設耐震化計画（施設編）の見直し 
耐震化優先度の高い基幹施設について、計画的な耐震化を行うため、水道施設耐震化

計画（施設編）の見直しを実施します。 
 

事業番号 19 浄配水場施設耐震化事業 
水道施設耐震化計画（施設編）に基づき、浄配水場施設の耐震化を推進します。 
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具体目標５ バックアップ機能の強化 

施策 5-1 水運用機能の強化 

東日本大震災の経験を踏まえ、地震などの災害に強い水道を構築するため、各浄水場間の

連絡管を整備し、バックアップ機能の整備に取り組んできました。 

今後も、基幹管路の更新を計画的に進め、バックアップ機能を強化していきます。 

■各浄水場間の幹線連絡計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策 5-2 配水ブロックの整備 

適正な水量と水圧を維持するとともに、災害時の影響をできる限り抑えるため、配水ブ

ロック化を計画的に進めていきます。 

  

主な取組 

事業番号 22 配水幹線整備事業 
事故・災害時の水運用を効果的・効率的に行うため、各浄水場水系の配水幹線を相互

に連絡し、柔軟な対応が可能な水道システムの構築を図るとともに、基幹管路の耐震化
を推進します。 

主な取組 

事業番号 23 配水調整ブロック整備事業 
配水管整備基本計画に基づく配水調整ブロックの新規形成や既存ブロック注入点の

位置変更及びブロックの範囲見直しを行います。 
なお、計画ブロック数 96ブロックに対し、整備済みブロックは 89ブロック、未整備

ブロックは７ブロックとなっています。（令和 6年度末時点） 
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具体目標６ 災害対応の充実 

施策 6-1 応急給水体制の確保 

大規模災害発生時の初期段階は、他の水道事業体からの応援が期待できず、給水タン 

ク車の台数に制約が生じるため、医療機関重要施設、応急給水拠点（指定緊急避難所等）、災害

時要援護者避難支援施設等、人命に関わる施設を優先して応急給水を行います。 

災害発生時は、盛岡市上下水道局災害対策マニュアルに基づき、上下水道局災害対策本

部の設置など、状況に応じた配備体制を構築します。災害対策本部の設置時には、各業務

に応じた応急対策班を組織し、応急給水などの対応を行います。 

施策 6-2 応急給水用資機材の整備 

災害時により安定的な応急給水ができるよう給水タンク車の計画的な更新や、応急給水袋

などの資機材について、より実効性を高める整備を行っていきます。 

施策 6-3 応急復旧体制の確保 

水道施設の復旧にあたっては、被害状況を迅速かつ的確に把握するとともに、作業体制

や資機材の状況を踏まえた応急復旧計画を速やかに策定し、早期の復旧に努めます。 

 

 

 

 

 

 

主な取組 

事業番号 24 盛岡市上下水道局災害対策マニュアルの見直し 
災害対応能力の強化を目的とした訓練を実施し、マニュアルが適切であるか検証を行

います。 

主な取組 

事業番号 25 応急給水用資機材整備事業 
盛岡市上下水道局災害対策マニュアル（給水班行動計画実施計画）に基づき、資機材

の整備を進めるほか、新たな資機材が開発された場合は、その都度導入を検討します。
また、大規模災害発生初期の飲用水確保対策の強化として耐震不凍給水栓の整備を進
めます。 

主な取組 

事業番号 26 配水管等応急復旧用資機材整備事業 
 災害時の応急復旧を迅速に行うため、資機材や補修材を備蓄します。 
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施策 6-4 無線設備の更新 

無線設備は、迅速かつ適切な災害対応に重要なものであることから、適切に更新していき

ます。 

 

 

 

 

 

施策 6-5 広域連携の強化 

災害等の緊急時であっても給水を持続させるため、水道水の相互融通を可能にする配水

管の整備など周辺の水道事業体との連携を強化し、市域を越えたライフラインの確保を図り

ます。 

また、近隣の水道事業体との意見交換会等を通じて、災害対策に限らず広域的な観点から

将来の水道事業のあり方について研究を進めます。 

■連絡管整備済箇所及び整備可能箇所 

 

 

 

主な取組 

事業番号 27 災害時の通信手段の整備 
非常時においても安定した通信を確保するため、現在考えられる手段（アナログ、デ

ジタル、IP等）について、通信エリア、費用等の比較検討を行い、最適な設備への更新を
行います。 

主な取組 

事業番号 28 周辺事業体との緊急時用連絡管整備 
隣接する水道事業体との施工区分、費用負担等の調整を行い、当該水道事業体と協

定書等を締結の上、緊急時の配水を可能にする相互連絡管の整備を実施します。 
 

事業番号 29 研修会・合同防災訓練等への参加 
八戸圏域水道企業団、岩手中部水道企業団及び近隣事業体との間で、研修や防災訓

練など互いに職員を派遣し、大規模災害へ備え広域的な関係を構築し、対応スキルを共
有する等災害対応能力の強化を図ります。 

P27 

施策 4-2 管路の耐震化 

平成 24年 12月に策定した水道施設耐震化計画（管路編）及び平成 31 年２月に策

定した盛岡市配水管整備基本計画に基づき、災害時における断 

 

P30 連絡管の状況が古いので変更する。ただし、連絡済箇所と可能箇所を一つの図にす

るのが難しい。下記は分けてつくったもの。(例) 

 

 
 

  

P32 

施策 8-1 管路整備計画の策定・見直し 

 配水管の整備は、盛岡市配水管整備基本計画(平成31年2月策定)及び玉山地域

配水管整備計画（平成31年２月策定）に基づき実施し、必要に応じて見直します。 

 

P33 

施策 8-3 計画的配水管網の整備 

盛岡市配水管整備基本計画及び玉山地域配水管整備計画に基づき、他事業との整

合を図りながら管網の再構築や配水ブロック化を視野に入れた計画的な整備を進め

ます。 
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施策方針③ 計画的な施設の更新・改良 

創設期から高度経済成長期に整備した水道施設は、順次更新時期を迎えます。今後も、お客

さまから信頼され、将来にわたって持続可能な水道事業の実現に向け、老朽施設の適切な修繕

による機能回復や計画的な更新を行っていきます。 

具体目標７ 取水・浄水・配水施設の更新・改良 

施策 7-1 施設の実態把握 

各機器等の更新情報等の情報管理を行い、各施設の予防保全や計画的な更新につなげて

いきます。 

施策 7-2 整備計画の策定・見直し 

安定的かつ効率的な浄水処理を継続するために、浄水場等の各種施設の整備計画を策定

するとともに、計画の運用管理を徹底します。また、将来の人口減少により水需要や料金収入

が減少していくことを前提に、浄配水施設の統廃合を含めた施設規模の適正化を図り、将来

にわたる最適な浄水処理システムを明確にしていきます。 

 

 

 

 

 

 

主な取組 

事業番号 30 施設情報管理体制の構築 
各施設の予防保全や計画的な更新を行うため、他事業体等の情報も踏まえ精度の高い情

報管理体制の構築を図ります。 

主な取組 

事業番号 31 もりおか水道施設整備構想の改定 
もりおか水道施設整備構想（平成 26年６月改定）は、浄水場のあり方を中心に、これから

の 100年先を見据えた長期的な観点から水道施設整備の方向性を示す計画であり、今後
は社会情勢の変化を踏まえて適宜見直しを行います。 

 
事業番号 32 浄水場等整備計画の見直し 

浄水場等施設の計画的な更新を行うため、整備計画の見直しを行い計画的な更新を実施
します。 

 
事業番号 33 浄水場運転・維持管理マニュアルの見直し 

 浄水場の維持管理方法を体系化し、運転マニュアルの見直しを行い維持管理体制の強化を
図ります。 
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施策 7-3 基幹施設の更新・改良 

浄水場などの基幹施設は、順次耐用年数が経過するため、浄水場等整備計画に基づき、適

切な施設更新を実施します。施設の更新・改良にあたっては、耐震性能の向上を図りながら、

省エネルギー化、維持管理効率の向上など、環境に配慮した施設整備を進めます。 

 

 

 

 

 

 

具体目標８ 管路の更新・整備 

施策 8-1 管路整備計画の策定・見直し 

管路の整備は、盛岡市配水管整備基本計画(平成31年２月策定)に基づき実施し、必要に

応じて見直します。 

施策 8-2 経年管路の更新 

法定耐用年数を経過した管路の更新にあたっては、漏水や赤水の発生リスクが高い高級鋳

鉄管（CIP）や硬質ポリ塩化ビニル管（VP）を優先的に更新します。また、基幹管路である導水

管や送水管については、非耐震管路の耐震化を推進します。 

 

 

 

主な取組 

事業番号 34 浄水場等整備事業 
浄水場等整備計画に基づいて計画的な施設更新を行うとともに、環境負荷の低減化や維

持管理効率の向上に配慮した施設整備を図ります。 
 

事業番号 35 浄水場等整備事業（新米内浄水場） 
  米内浄水場更新基本計画に基づき、施設の更新、整備を進めます。 

主な取組 

事業番号 36 配水管整備基本計画の改定 
もりおか水道施設整備構想に示す効率的な効率的な水運用を図り、安定給水の確保を実

現するため、随時計画の見直しを行います。 

主な取組 

事業番号 37 経年管対策事業 
漏水事故や赤水発生のリスクが高く、耐震性能を有していない経年管について、老朽管更

新事業計画（CIP）及び硬質ポリ塩化ビニル管更新計画（VP）に基づき、計画的に配水管の
更新を行います。また、配水管整備基本計画に基づき、鉄道横断及び橋梁添架箇所の更新も
計画的に進めます。 

 
事業番号 38 経年導送水管更新事業 

大地震等の災害時においても、安定供給体制を確保するため、経年導送水管更新計画に
基づき、耐震化が図られていない各浄水場系の導送水管の耐震化を図ります。 
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施策 8-3 計画的配水管網の整備 

盛岡市配水管整備基本計画に基づき、他事業との整合を図りながら管網の再構築や配水

ブロック化を視野に入れた計画的な整備を進めます。 

具体目標９ 適正な維持管理 

施策 9-1 効率的な運転管理体制の構築 

水量、水圧、施設などの水運用について、集中管理など効率的な維持管理や運転管理体制

の構築に向けた調査研究を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な取組 

事業番号 39 道路改良関連事業 
道路改良事業や街路事業にあわせて、効率的に管路整備を進めます。 

 
事業番号 40 下水道等関連事業 

下水道等整備に伴う移設工事のほか、下水道事業等の進捗による配水能力の不足に対応
するため、配水管整備を実施します。 

 
事業番号 41 配水管整備事業（玉山地域） 

玉山地域の安定供給、効率的な水運用のため、配水ブロックの構築や硬質ポリ塩化ビニル
管の更新を進めます。 

主な取組 

事業番号 42 配水管の効率的な維持管理体制の研究 
水運用・配水調整の統括管理体制の構築や、各浄水場系を連絡するため配水幹線の連絡

管やループ化に向けた計画を検討します。 
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施策 9-2 維持管理の充実 

水道施設の維持管理は、長期的な視点に立って点検・整備を実施します。 

維持管理にあたっては、日常点検や事故・災害時の対応をできるだけ詳細に記録・分析す

ることで、今後必要とされる施設の改良・整備に活用していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策 9-3 漏水防止対策の強化 

水道水の漏水は、出水不良や水道水汚染の原因になるとともに、道路陥没や冬季の路 

面凍結による二次災害の発生原因にもなるため、早期に発見し修理することが必要です。 

漏水の一つの目安とされる有収率は、令和４年度の類似団体平均90.11％に対し、本市は

93.22％であり、比較すると良好な数値を示しています。 

漏水防止のため、抜本的な対策である経年管の更新を推進するとともに、継続的な漏水調

査や現状把握を容易にする配水ブロック化などの漏水防止対策を講じていきます。 

 

 

主な取組 

事業番号 47 漏水対策事業 

漏水調査や修理を通して漏水データの蓄積と分析を行います。 

 

事業番号 48 給水管整理統合事業 

漏水を未然に防止するため、道路内で輻輳している給水管を整理統合します。 

 

事業番号 49 配水監視等機器整備点検事業 

漏水防止や総合的な水運用に必要な減圧弁や配水監視システムなどの保守点検を定期

的に行うとともに、必要に応じて機器を更新し、配水管内の適正な水圧・水質を確保しま

す。 

主な取組 

事業番号 43 浄水場施設維持管理整備事業 

事故・災害時の対応などを詳細に分析を行い、施設の改良・整備を実施します。 

 

事業番号 44 配給水管施設維持管理整備事業 

効率的な配給水管の保全工事を継続的に実施するとともに、配水幹線について老朽度調

査を行い、配給水施設の健全な機能を確保します。 

 

事業番号 45 水管橋維持管理修繕事業 

水管橋維持管理修繕計画に基づき、計画的かつ予防的な対応による長寿命化やコスト削

減を図ります。 

 

事業番号 46 鉄道横断箇所整備事業 

鉄道路線を横断する水道管が損傷した場合に備え、鉄道への影響を最小限にするよう、施

設整備や水系切替などの対策を行います。 
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施策 9-4 局本庁舎の更新 

    局本庁舎について、耐用年数を考慮し、令和 25年度に建替を行うことを目標とし、今

後、基本構想及び建替時期を踏まえたロードマップを策定するとともに、建設資金の確保

（資金計画）を検討します。 

具体目標 10 環境負荷の低減 

施策 10-1 資源リサイクルの推進 

環境負荷低減策として、浄水場から発生する使用済み活性炭の有効活用及び経費削減等

について調査・研究を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な取組 

事業番号 51 活性炭（使用済）の有効活用 
浄水場から発生する使用済み活性炭の新たな有効活用策について、調査・研究を行い、活

性炭処分に係る経費の削減を図ります。 

主な取組 

事業番号 50 局本庁舎の更新 

局新庁舎建設に向けた基本構想の策定や現庁舎の延命のための計画的な補修を実施しま

す。 
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施策方針④ お客さまサービスの向上  

水道事業は、お客さまにお支払いいただく水道料金収入を主な財源として事業を行ってお

り、事業運営にあたっては、お客さまのご理解とご協力が不可欠です。また、お客さまの幅広い

ニーズを的確に把握し、利便性や満足度を高める取組を充実していく必要があります。今後と

も、生活に密着した水道サービスの向上を目指し、水道でのお困りごとなど相談等への職員に

よる対応、料金支払方法の多様化やお客さまセンターのさらなる充実に努めていきます。 

具体目標 11 お客さまの利便性・満足度向上 

施策 11-1 窓口業務の充実 

民間企業が持つノウハウやネットワークを活用し、一層のサービス向上を図るため、平成

23年度からお客さまセンターを設置し、水道料金などの収納や検針、給水開始・中止の申込

受付などの業務を民間事業者へ委託しています。今後も受託業者と連携して、お客さまセン

ターの円滑な運営を推進し、お客さまの声を施策に反映していくことで、お客さま満足度の

高いサービスの提供を図ります。 

また、上下水道局としてお客さまの相談や要望に応えていくため、職員が直接対応でき

る体制を充実し、給水装置等の小修繕、水質相談、漏水調査等を行い、より一層お客さまに

安心して水道を使用して頂けるサービスを向上させていきます。 

施策 11-2 料金サービスの充実 

コンビニエンスストアでの料金収納などに加え、お客さまニーズや他の水道事業体が実施し

ているサービスについて、費用対効果を検証しながら実施していきます。 

また、新たな技術についての情報を積極的に収集し、サービスの向上につながるものにつ

いては導入の研究を進めてまいります。 

主な取組 

事業番号 52 お客さまセンターの運営管理 

既に委託している業務のほか、お客さまの利便性向上や経営効率化につながる業務を検

証し、受託業者と連携して更なるお客さまサービスの向上に努めます。 

 

事業番号 53 電子申請の導入及び利用促進 

給水装置工事等の申請者の利便性を図るため、電子申請の運用を行うほか、更なる電子

申請導入について検討を行う。また、指定給水装置工事事業者を対象とした会議等で電子申

請の利用について PRを行い利用促進を図ります。 

主な取組 

事業番号 54 納付環境の整備 

クレジットカード決済や新たな支払い方法の導入を進めてまいります。 
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具体目標 12 広聴広報の充実 

施策 12-1 広聴機能の充実 

お客さまのご意見、ご要望を的確に事業運営に反映し、事業の更なる充実を図るため、今

後とも、お客さまの声をお聞きする仕組みづくりや機会の拡充に努めます。 

 

 

 

 

 

施策 12-2 広報活動の充実 

安心して水道を利用し、水道事業への理解をより深められるよう、お客さまの関心が高い

情報を分かりやすく提供します。 

また、お客さまと交流し相互理解を深めるため、水道週間（６月１～７日）には水道施設見学

会、冬期には凍結を防ぐ方法を広く市民の皆様にお知らせする水道凍結防止キャンペーンな

ど、参加体験型イベントを企画・実施していきます。そのほか、いつでもどこでも、水道事業へ

の理解を深められるように、動画発信も引き続き実施します。 

主な取組 

事業番号 55 お客さまの声をお聞きする仕組みづくり 

局広報紙やホームページ、主催イベントでの参加者アンケートや盛岡市まちづくりアンケー

ト等での意見収集の充実に加え、新たな広聴手法を検討します。併せて、お客さまニーズの分

析、事業への反映方法についても研究します。 

主な取組 

事業番号 56 局広報紙「みずの輪」の発行 
局広報紙「みずの輪」を年２回以上発行します。お客さまと事業者が課題を共有するための

特集記事や活動報告を中心に掲載し、「楽しく読める広報紙」づくりを目指します。 
 

事業番号 57 局ホームページ「みずの輪」の運営管理 
適宜掲載内容を更新し、局広報紙や広報もりおかなどとリンクして積極的に情報を発信し

ます。また、お客さまから問い合わせがあった内容などを反映し、より必要とされている情報
を発信します。 

 
事業番号 58 広報用動画の作成及び活用 

水道事業を身近に感じてもらうことや、お客さまの知りたい情報を分かりやすく伝えるこ
とを目的に、水道工事の紹介や、水道に関する身近な疑問など、水や水道に関する動画を配
信します。 

 
事業番号 59 水道施設の見学の受け入れ 

お客さまに水道事業の仕組みを見て・触れて・理解していただくため、通常は入ることがで
きない施設の見学などを行います。 
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施策 12-3 イメージアップの推進 

将来にわたって信頼される水道事業であり続けるため、「盛岡のおいしい水」を広くPRし、子

どもたちの啓発に重点を置いたイベントを企画、実施していきます。 

 

 

 

 

施策 12-4 地域社会への貢献 

将来を担う世代に対する広報の拡充に努めるほか、水道サービス週間を通じてお客さまの生

活に密着した水道サービスを展開するとともに、米内浄水場の観桜期の公開などを通じて、地

域社会に貢献します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な取組 

事業番号 60 盛岡市上下水道局広報戦略方針の実践 
令和５年３月に策定した「広報戦略方針」及び「短期広報戦略」に基づき、職員個々の広報活

動への意識啓発及び広報力の向上を図ります。 

主な取組 

事業番号 61 水道サービス週間の実施 
年２回水道サービス週間を実施し、給水装置の正しい使い方の説明や簡易な修繕、水道に

関する相談受付などを行います。 
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施策方針⑤ 健全経営の推進 

今後、料金収入が減少していく状況であっても、老朽施設の更新や災害対策の充実などの課

題に対応するため、投資需要に見合う財源の確保が必要となります。 

そのため、適切な維持管理によるライフサイクルコストの縮小化やコスト削減などを通じて、

より効率的な事業運営につなげていくとともに、アセットマネジメントに基づく計画的な施設更

新や料金制度の見直しなども含めた経営基盤の強化を図っていきます。 

また、公営企業職員としての経営感覚の向上やこれまでに培った水道技術の継承に努め、安

定した事業運営を支える人材の育成を着実に推進し、運営基盤の強化を図ります。 

具体目標 13 経費の削減・効率化の推進 

施策 13-1 組織・人員の適正配置 

お客さまニーズに的確に対応できる組織・人員体制を確立するため、組織や人員配置の適

正化に努めていきます。 

 

 

 

施策 13-2 民間活力の活用 

給水の安全・安定とお客さまサービスを最優先とした上で、委託可能な業務を選定し、経費

節減効果が見込まれるものは順次検討し実施していきます。 

 

 

 

 

施策 13-3 業務改善の推進 

事務事業の見直しにより、今後も健全で効率的な事業運営につながる取組を継続し、より

一層事業の活性化につながる方策を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な取組 

事業番号 62 適正な組織及び人員配置への取組 
定員管理計画に基づき、適正な職員定数とするよう努めます。 

主な取組 

事業番号 63 PPP/PFIの導入検討 
水道施設の整備等の⽅針を検討するに当たって、多様な PPP/PFI⼿法の導⼊が妥当かど

うかを、適切な時期に検討を行います。 

主な取組 

事業番号 64 業務改善の推進 
  事務事業見直しに係る個人提案、各課提案の機会を年１回設定し、アイディアを提案しやすい
場を設けます。また、業務マニュアルの適正な管理、運用についての周知、確認を行い、各課の
業務の効率化を促進します。 
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施策 13-4 情報管理の高度化 

水道事業の事務系システムである水道料金システム、財務会計システム、文書管理システム

について、システム間の更なる連携による機能や効率の向上を推進するとともに、マッピング

システムや設計積算システムなどの業務系システムは、統合や相互連携などにより設計時間

を短縮するなど、効率的なシステム構築に向けた検討を進めます。 

また、今後も情報管理の適正かつ効果的な運用に努めるほか、電子決裁の利用促進に取り

組み、ペーパーレス化を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策 13-5 広域化の研究 

将来の事業環境に対応し、経営的、技術的に持続可能な事業運営のあり方について、周辺の

水道事業体等と協調しながら研究していきます。また、従来の枠組みを超えた広域化について、

広域的な災害対応など、分野別の連携も含めて検討を行います。 

 

 

 

 

 

具体目標 14 収入の確保・財政基盤の強化 

施策 14-1 料金制度の見直し 

将来の人口減少が確実とされ、料金収入は更に減少する一方、老朽化に伴って水道施設の

更新費用は増加するものと見込まれます。将来にわたり安定給水と健全経営を持続していく

ため、安定した収入確保と利用者間の負担の公平性を考慮した適正な料金体系のあり方につ

いて検討を進めます。 

 

 

 

 

 

主な取組 

事業番号 65 設計積算業務の効率化 
上下水道局が発注する工事及び委託に関する業務について、設計積算システムの適切な運

用・維持管理を行います。また、更新需要の増加や難工事箇所へ的確に対応するため、設計積
算業務の更なる効率化を図ります。 

 
事業番号 66 図面情報管理システム事業 

維持管理業務の更なる効率化を図るため、経年補正を行うとともに情報量の増加に対応し
たハードシステムの更新及びクラウド化の検討を行うほか、システムを適正に運用し、事故情
報、修繕情報等を入力し、管路の適正管理や管路更新に係る情報を整備し、維持管理業務の更
なる効率化を図ります。 

主な取組 

事業番号 68 アセットマネジメントの実施及び適正料金の検証 
施設規模の適正化、再構築を考慮したアセットマネジメントを実施し、更新需要の算出と水需

要予測による長期財政収支見通しを示すとともに、将来にわたり安定経営を維持することがで
きる水道料金の妥当性について検討します。 

主な取組 

事業番号 67 盛岡広域における水道事業の経営安定化に関する研究 
盛岡広域における水道事業の実情を理解しながら、将来も安定した経営が持続するために、

協力・連携可能な分野・項目の研究を行います。 



     盛岡市水道ビジョン 2045 

36 

 

施策 14-2 資産の有効活用 

水道施設としての用途を廃止した資産については、有効な活用方法を検討します。 

 

 

 

施策 14-3 料金収納の強化 

料金の滞納は、経営に悪影響を及ぼすだけではなく、納期限を守るお客さまとの間に不公

平が生じるため、厳格かつ適切に対処していきます。 

 

 

 

 

具体目標 15 人材育成・技術継承の推進  

施策 15-1 水道事業を担う人材の育成 

 将来にわたってお客さまから信頼される水道を維持するため、これまで培ってきた技術やノ

ウハウを継承し、水道事業を担う人材を育成していきます。 

 

 

 

 

施策 15-2 水道技術の継承 

現場技術の習得や技術指導を実践する職員の育成、職員の技術向上を図るため、研修体制

の充実を図るとともに、自ら学ぶ職場風土の醸成に努めます。また、漏水事故や災害時にお

ける速やかな復旧には、地元企業との協力関係が不可欠です。実績と技術力を有する地元企

業との連携を進め、お客さまがいつでも安心できる修繕体制の確立を目指します。 

 

 

 

主な取組 

事業番号 71 職場研修の充実強化 
「上下水道局職員研修実施計画」に基づき、水道技術研修（管路技術編）及び水道技術研修

（浄水処理編）をはじめとした企業職員研修を実施します。 

主な取組 

事業番号 72 水道技術の維持向上と緊急時対応能力の確保 
局研修施設を活用した研修を実施し、地元企業の技術力向上を図るとともに、パートナーシ

ップ協定等により官民協働で 24時間体制での修繕対応を目指します。また、研修施設につい
て、実績を踏まえ更に充実した研修施設の建設を目指します。 

主な取組 

事業番号 69 「休止・廃止施設」の整理活用の推進 
「休止・廃止施設」整理活用計画に記載された事業の実施と進捗管理を行います。 

主な取組 

事業番号 70 料金収納の強化 
水道料金の未収金解消を図り収納率を向上させることにより、財政基盤の強化を図ります。 
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具体目標 16 経営課題解決に向けた新たな手法の導入  

施策 16-1 DXの推進 

将来の水需要への効率的な対応や職員の技術継承について、通信技術や AIなどのデジタル

技術の活用が有効であることから、「盛岡市上下水道局デジタル・トランスフォーメーション推進

実行計画」に基づき、局のDXを推進します。 

施策 16-2 GXの推進 

公的事業者の社会的責任として地球温暖化防止に係る取組を行い、地球環境の保全に貢献

するとともに、将来にわたり効率的かつ持続可能な事業を目指すため、「（仮称）グリーン・トラン

スフォーメーション推進実行計画」を策定し、取組を推進します。 

  

主な取組 

事業番号 73 DXの推進 
「盛岡市上下水道局デジタル・トランスフォーメーション推進実行計画」に沿った事業の実施

及び進捗管理を行います。 

主な取組 

事業番号 74 GXの推進 
GX推進実行計画に沿った省エネルギーの推進、再生可能エネルギーの活用、水源涵養林に

おける間伐の推進や木材活用の検討等を行います。 
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2  成果指標 

本計画の実現に向けて、各施策の進捗管理を的確に実施するため、成果指標を定めます。 

 基本事項 

計画の基本事項を人口減少の予測等から次のとおり設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 施策別指標 

 

指標
令和５年度

実績

令和11年度

予測

令和16年度

予測

行政区域内人口（Ａ） 278,410人 263,892人 251,500人

給水区域内人口（Ｂ） 275,596人 261,225人 248,952人

給水人口（Ｃ） 273,733人 259,459人 247,275人

水道普及率（Ｃ／Ａ） 98.3% 98.3% 98.3%

給水普及率（Ｃ／Ｂ） 99.3% 99.3% 99.3%

施策の方向性①　安全で良質な水道水の供給

具体目標 指標 優位性
令和５年度末

実績

令和11年度

目標

令和16年度

目標

1

水源の水質事故数（PI A301）

水源が汚染され、突発的水質異常が発生

する件数で、件数が少ないほど水質異常

リスクが低いことを表しています。

↓ 0件 0件 0件

2

水道GLPの認証継続

優良検査機関であることの証明である水

道GLPを今後も維持することを目標としま

す。

→ 認証 認証 認証

3

直結給水率（PI A204）

受水槽を介さず配水管から直接給水して

いる件数を総給水件数で割った値で、値

が高いほど、フレッシュな水道水を供給

できます。

↑ 97.8% 97.8% 97.8%

3

鉛製給水管率（PI A401）

鉛製給水管解消の進捗を示す指標で、値

が低いほど良好な水質が確保されやすい

と考えられます。

↓ 21.3% 16.8% 13.0%
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施策の方向性②　災害対策の充実

具体目標 指標 優位性
令和５年度末

実績

令和11年度

目標

令和16年度

目標

4

配水池耐震施設率（PI B604）

配水池総容量のうち、耐震対策の施され

ている配水池容量を示す指標です。値が

高いほど地震の際でも給水の安定性が高

いと考えられます。

↑ 76.1% 85.6% 97.2%

4

基幹管路の耐震化率

基幹管路（導水管・送水管・配水本管）

のうち、耐震管の割合を示す指標です。

値が高いほど、断水等の被害が拡大する

リスクが低いと考えられます。

↑ 35.8% 42.2% 52.1%

4

基幹管路の耐震適合率

基幹管路（導水管・送水管・配水本管）

のうち、耐震管及び地盤条件等から耐震

性がある管が布設されている割合を示し

ます。

↑ 72.1% 79.8% 91.1%

4
管路の耐震化率

管路全体に占める耐震管の割合です。
↑ 32.6% 37.1% 40.0%

4

管路の耐震適合率

管路全体に占める耐震管及び地盤条件等

から耐震性がある管が布設されている割

合を示します。

↑ 54.0% 57.7% 60.3%

5

配水調整ブロック整備数

配水調整ブロックの整備状況を示す指標

です。ブロックの整備により適正水圧の

確保や災害対策が図られていると考えら

れます。

↑ 87ヶ所 92ヶ所 96ヶ所

6

可搬ポリタンクポリパック保有度

給水人口1,000人に対して、常に使用でき

る状態にあるポリタンク・ポリバックの

数です。値が高いほど、緊急時に有効な

応急給水活動が実施できるものと考えら

れます。

↑ 73.1個／千人 99.1個／千人 102.7個／千人

施策の方向性③　計画的な施設の更新・改良

具体目標 指標 優位性
令和５年度末

実績

令和11年度

目標

令和16年度

目標

7

浄水場起因の断水事故件数

施設原因による浄水場での事故等によっ

て断水が発生した件数を示しており、施

設の信頼性を表します。

↓ 0件 0件 0件

8

9

有収率

年間配水量に対する年間有収水量の割合

を示すもので、水道施設を通して供給さ

れる水量がどの程度収益につながってい

るかを表します。

↑ 93.3% 93.3% 93.5%

9

有効率

年間配水量に対する年間有効水量の割合

を示すもので、水道事業の経営効率性を

表します。

↑ 95.2% 95.3% 95.5%

10

二酸化炭素排出量

エネルギーの使用に伴って発生する二酸

化炭素の温室効果ガス算定排出量です。

値が低いほど環境に配慮した水道事業で

あると考えられます。

↓ 5,636 t-CO2 5,355 t-CO2 5,073 t-CO2

具体目標４の指標と共通の指標とする。
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施策の方向性④　お客さまサービスの向上

具体目標 指標 優位性
令和５年度末

実績

令和11年度

目標

令和16年度

目標

11

水道料金収納率（現年度分）

お客さまから実際に納められた金額の割

合です。利用者間の公平性と安定した経

営を維持するため重要な指標です。

↑ 99.67% 99.68% 99.78%

12

局ホームページ訪問者数

局ホームページにアクセスした人数で

す。この値が高いほど、お客さまの水道

事業への関心が高まっていると高いと考

えられます。

↑ 114,875人 117,000人 120,000人

施策の方向性⑤　健全経営の推進

具体目標 指標 優位性
令和５年度末

実績

令和11年度

目標

令和16年度

目標

13

経常収支比率

給水収益等の収益で、維持管理費等の費

用をどの程度賄えているかを示す指標で

す。100％以上となっていることが必要で

す。

↑ 132.97% 100%以上 100%以上

14

料金回収率

給水に係る費用が、どの程度給水収益で

賄えているかを示す指標です。100％以上

となっていることが必要です。

↑ 130.92% 100%以上 100%以上

15

技術継承研修開催回数

職員の技術力向上につながる取組状況を

示す指標です。

↑ 50回 50回 50回

16

新規のＧＸ施策数

推進に当たっては、これまでの施策の枠

を超え、環境への負荷軽減に向けたあら

ゆる取組が求められています。

↑ 0件 10件 15件

16

新規のＤＸの施策数

推進に当たっては、幅広い分野にわた

り、最新のデジタル技術を採用したあら

ゆる取組が求められています。

↑ 16件 25件 31件

16

情報共有システム（※ＡＳＰ）の導入率

管路工事におけるＤＸの取組状況を示す

指標です。

↑ 27% 70% 80%

※ＡＳＰ（Application Service Provider）とは、情報通信技術を活用し、受発注者間で情報
を交換、共有及び記録することによって、業務の効率化を図るシステム。
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施策

10-1　資源リサイクルの推進

施策方針 具体目標

5 バックアップ機能の強化
5-1　水運用機能の強化

5-2　配水ブロックの整備

4-1　構造物の耐震化
4 施設の耐震化

4-2　管路の耐震化

1-1　水源保全活動の推進

1-2　近隣市町との連携

2

9-3　漏水防止対策の強化

7-1　施設の実態把握

8-1　管路整備計画の策定・見直し

8 管路の更新・整備 8-2　経年管路の更新

8-3　計画的配水管網の整備

6-4　災害時の通信手段の整備

2-2　水安全計画の運用

2-1　水質検査体制の強化

3 安全な水道の普及促進
3-2　給水装置の適正管理

3-3　水道の普及促進

3-1　直結給水の促進

水質管理体制の強化

3-4　鉛製給水管の解消

6-1　応急給水体制の確保

災害対応の充実

6-2　応急給水資機材の整備

6-3　応急復旧体制の確保

12-1　広聴機能の充実

12

6-5　広域連携の強化

11 お客さまの利便性・満足度向上
11-1　窓口業務の充実

11-2　料金サービスの充実

7
取水・浄水・配水施設の

更新・改良
7-2　整備計画の策定・見直し

7-3　基幹施設の更新・改良

9-1　効率的な運転管理体制の構築

9-4　局本庁舎の更新

9 適正な維持管理 9-2　維持管理の充実

13-5　広域化の研究

13-2　民間活力の活用

13-3　業務改善の推進

広聴・広報の充実
12-2　広報活動の充実

水道水源の保全

13-1　組織・人員の適正配置

15 人材育成・技術継承の推進

収入の確保・財政基盤の強化

13-4　情報管理の高度化

14-1　料金制度の見直し

14-2　資産の有効活用

10 環境負荷の低減

14-3　料金収納の強化

12-4　地域社会への貢献

14

12-3　イメージアップの推進

経費の削減・効率化の推進

③計画的な施設の更新・改良

～未来を確かなものとします～

④お客さまサービスの向上

～お客さまの笑顔とともに～

⑤健全経営の推進

～堅実な舵取りを約束します～

1

①安全で良質な水道水の供給

～信頼を届けます～

②災害対策の充実

～いざというときに備えます～

6

13

16
経営課題解決に向けた

新たな手法の導入

15-1　水道事業を担う人材の育成

15-2　水道技術の継承

16-1　ＤＸの推進

16-2　ＧＸの推進

水質管理

水需要 災害対策 水道施設

環境対策

お 客     事業経営

お 客     

災害対策 水道施設

水道施設

水需要

水需要

事業経営

環境対策

盛岡市水道事業経営戦略 2025 

水道・下水道事業などを実施する公営企業は、将来にわたって安定的に事業を継続していくため

の中長期的な基本計画である「経営戦略」を策定・改定する場合には、「経営戦略策定・改定ガイドラ

イン｣（平成 31 年３月 29 日付総務省自治財政局公営企業三課室長通知）で示した留意事項を踏

まえて作成することが求められています。 

本市の水道事業経営戦略は、この取扱いに準じる形で構成しています。 

1  経営の基本方針 

経営戦略では、盛岡市水道ビジョン 2045の基本理念である「安心でおいしい水を安定的

に供給する強靱な水道システムを築き、将来にわたってお客さまから信頼される水道を目指

す」の実現に向けて、盛岡市水道事業基本計画 2025で定めた５つの施策方針及び具体目標

を継承します。その上で、施策方針の実現に向けて、特にも力を入れて取り組むべき事業実施

のための財源を確保するとともに、経営の効率化や健全化を図り、安定した経営に取り組み

ます。 
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2  計画期間 

経営戦略の期間については、設備投資などの経費試算やそれに伴う収入の確保により、長期

間に渡り検討を行う必要があることから、令和７年度から 26年度までの 20年とします。 

ただし、社会状況の変化に対し、遅滞なく事業に要する費用の見直しや、経費確保のための使

用料改定等の検討に必要な間隔を確保する必要があることから、４年度ごとに内容を見直すこと

といたします。 

3  事業概要 

 事業の現況（令和６年３月 31日時点） 

 給水 

供用開始年月日 昭和9年12月1日 計画給水人口 277,155 人 

法適（全部・財務） 

・非適の区分 

法適（全部） 現在給水人口 273,733 人 

有収水量密度 1.98 千㎥／ha 

 施設 

水源 河川表流水、ダム水、地下水、湧水 

施設数 浄水場設置数 ６ 管路延長 1,634㎞ 

配水池設置数 60 

施設能力 104,967 ㎥／日 施設利用率 76.8 ％ 

 料金 

料金体系の 

概要・考え方 

水道事業を取り巻く環境の変化や水道の使用実態に対応し、使用者間

の負担の適正化を図るため、基本料金を引き上げ、従量料金を引き下

げ、逓増逓減型の料金体系を採用しています。 

 人口減少下においても料金収入を維持することを目的とし、資産維持

率1.46％として算定しています。 

料金改定年月日 

（消費税のみの改定は含まない） 

平成29年４月１日 
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【水道料金表（１か月）】※消費税を含む。 

 組織（令和６年４月１日時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総務課、経営企画課及び給排水課は、下水道事業に従事する職員を含む。 

 

 

単位：人
総務課 経営企画課 給排水課 水道建設課 水道維持課 浄水課 合計

参事 1 1 2
課長級 1 1 1 1 2 6

課長補佐級 2 2 5 4 2 10 25
係長級 2 5 13 6 6 9 41
主任 6 6 6 4 4 14 40

主事・技師 3 9 3 7 6 6 34
合計 14 23 28 22 19 42 148

上下水道事業管理者

上下水道部長

上下水道部次長（２人）
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 これまでの主な経営健全化の取組 

本ビジョンの 3-7事業経営（12ページ）においても触れていますが、本市の水道事業を持続

可能なものとするためにこれまで取り組んできた主な経営健全化の取組は、次のとおりです。 

 建設投資の適正な執行 

   入札参加者が集まらない「不調」や入札価格が予定価格を超えるなどの「不落」が多数

発生する状況が続いていましたが、改善の取組を強化することにより平成26年度に

57.9％であった発生率は平成５年度に2.6％まで減少し、経年管更新の強化や重要施

設への管路の耐震化を安定的に進めることが可能となりました。今後も投資の平準化に

よる事業運営を検討する必要があります。 

 人件費の抑制 

   委託化の推進による職員定数の削減及び公務員給与の賃金見直しにより、人件費の削

減を行いました。業務委託の検討においては、職員が担うことで効果を発揮する「コア業

務」と、民間企業などへの代替可能性が高い「ノンコア業務」に分類し進めました。今後

は、さらに重要度の高い「コア業務」に職員を集中的に投入できる仕組みづくりが求めら

れます。 

 起債残高の減額 

      公的資金補償金免除繰上償還を活用し、平成19～21年度の３年間で約28億円を償還し

ました。このことにより、支払利息を約３億５千万円削減しました。これは財政の健全化に取

り組むことを前提に補償金を免除した繰上償還を認めるという国の特例的措置でありまし

た。 

 広域連携の検討 

  盛岡広域ブロック６市町（盛岡市、八幡平市、滝沢市、雫石町、岩手町、矢巾町）による

「盛岡広域水道圏研究会」（平成25年度～27年度）を主催し、広域連携のシミュレーショ

ンを行うとともに、岩手県の「岩手県水道事業広域連携検討会」設置（平成29年１月）を

受け、平成31年３月には「盛岡広域ブロック検討会」としての報告書を取りまとめ公表す

るなど、現在も技術面を中心とした情報交換を継続しています。 
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 施設・設備の廃止・統合 

人口減少に伴う水需要の減少や施設の老朽化に伴い、令和５年２月 28日に中屋敷浄水

場の浄水処理を停止するなど、維持管理費の軽減及び更新費用の節減に努めました。現在

はポンプ場としての整備を進めています。 

 アセットマネジメント 

      平成26年度に、今後 100年間（2012年～2111年）の水道施設の更新需要を独自

の耐用年数で試算したところ、年間平均で約25億円の更新需要が見込まれています。 

 

 経営比較分析表等を活用した現状分析 

本市の水道事業における「経営比較分析表」（令和４年度版：最新）は次のとおり総務省のホーム

ページで公表されています。（https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/kouei/r04keieihikakubunsekihyo.html） 

この表は、公営企業において、経営及び施設の状況を表す経営指標を活用し、当該団体の経

年比較や他公営企業との比較、複数の指標を組み合わせた分析を行うことにより、経営の現状

及び課題を的確かつ簡明に把握するものです。 

本市の水道事業の経営状況は、他団体と比較すると良好ですが、将来にわたり、給水人口の

減少等による水需要の減少が見込まれ、給水収益の大幅な増加が見込めない一方、施設の計画

的な更新や災害対応の強化など多くの課題を抱えていることが指摘されています。 

今後も、水道料金に関する定期的な検証を行い、経営効率化を図りながら、適時適正に料金

の見直しに取組み、安定経営の持続に努めること。また、安定供給、水質確保及び災害対策等に

も適切に対応するため、老朽施設の計画的な更新や耐震化を進めるとともに、適切な修繕によ

る機能維持を着実に進めることが求められています。 
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 経常収支比率（％） 

経常収支比率は、当該年度において、給水収益や一般会計からの繰入金等の収益で、維持管

理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表す指標です。当該指標は、単年度の収支

が黒字であることを示す 100％以上となっていることが必要であり、数値が 100％未満の場

合、単年度の収支が赤字であることを示しているため、経営改善に向けた取組が必要でとなり

ます。 

本市では、 100％以上で推移し、水道料金を主とする収益で維持管理等の費用を賄えており、

単年度の収支黒字を確保した健全経営を維持しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 料金回収率（％） 

料金回収率は、給水に係る費用が、どの程度給水収益で賄えているかを表した指標であり、料

金水準等を評価することが可能です。当該指標は、供給単価と給水原価との関係を見るもので

あり、数値が 100％を下回っている場合、給水に係る費用が給水収益以外の収入で賄われて

いることを意味します。数値が低く、繰出基準に定める事由以外の繰出金によって収入不足を

補塡しているような事業体にあっては、適切な料金収入の確保が求められます。 

 本市では、 100%以上で推移し、適切な料金収入を確保していますが、水需要の減少に対応

した料金水準による安定した経営の継続が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

グラフ凡例 

 盛岡市（当該値） 

 類似団体平均（平均値） 

【 】Ｒ４全国平均 
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 有形固定資産減価償却率（％） 

有形固定資産減価償却率は、有形固定資産のうち、償却対象資産の減価償却がどの程度進ん

でいるかを表す指標で、資産の老朽化度合を示します。当該指標については、明確な数値基準は

ないと考えられるため、経年比較や類似団体との比較等により自団体の置かれている状況を把

握・分析し、適切な数値となっているか、対外的に説明できることが求められます。 

本市では、高度経済成長期の急激な水需要の増加に対応するため、多くの管路や浄水場は昭

和 30年代以降に拡張整備を行っており、その施設が順次、法定耐用年数を超過するため、当

該指標値が年々増加傾向にあります。全国平均値や類似団体平均値も上回っており、施設の老

朽化への早急な対応が求められています。 

 

 

 

 

 

 

 管路経年化率（％） 

法定耐用年数を超えた管路延長の割合を表す指標で、管路の老朽化度合を示します。当該指

標については、明確な数値基準はないと考えられるため、経年比較や類似団体との比較等によ

り自団体の置かれている状況を把握・分析し、適切な数値となっているか、耐震性や、今後の更

新投資の見通しを含め、対外的に説明できることが求められます。 

本市では、高度経済成長期の急激な水需要の増加に対応するため、多くの管路や浄水場は昭

和 30年代以降に拡張整備を行っており、その施設が順次、法定耐用年数を超過するため、有

有形固定資産減価償却率と同様に、当該指標値が年々増加傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 



     盛岡市水道ビジョン 2045 

48 

 

 管路更新率（％） 

当該年度に更新した管路延長の割合を表す指標で、管路の更新ペースや状況を把握できま

す。当該指標については、明確な数値基準はないと考えらますが、数値が 2.5％の場合、全ての

管路を更新するには 40年かかるペースであることが把握できます。数値が低い場合、耐震性

や、今後の更新投資の見通しを含め、対外的に説明できることが求められます。 

本市では、近年の入札不調の影響等に伴う更新工事の減少により低迷していましたが、発注

時期及び工事規模等の工夫により改善傾向が見られ、令和２年度以降は、類似団体及び全国平

均を上回っています。 
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4  将来の事業環境 

本ビジョンの 3-1水需要（４ページ）、3-7事業経営（12ページ）などでも触れていますが、本市

の水道事業を取り巻く将来の事業環境は、次のとおり予測しています。 

 給水人口の予測 

盛岡市総合計画の人口推計をもとに給水人口を予測すると、本ビジョンの初年度である令

和７年度に 269,206人、令和 26年度には 222,907人まで減少（令和７年度比△18％）

すると見込まれます。 

 水需要の予測 

給水人口の予測をもとに有収水量を予測すると、本ビジョンの初年度である令和７年度に年

間 2,725万㎥、令和 26年度には 2,420万㎥まで減少（令和７年度比△11％）すると見込

まれます。 

 料金収入の見通し 

水需要の予測をもとに給水収益を予測すると、本ビジョンの初年度である令和７年度に

6,559,843千円、令和 26年度には 5,547,644千円まで減少（令和７年度比△15.4％）

すると見込まれます。 

 

 

 

 

 

 

 組織の見通し 

安定的な経営の維持を図るため、市長部局と連携し、今後も効率的な人員配置に努め、定員

適正化を推進し、効率的な業務体制を構築します。 
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5  投資・財政計画（収支計画） 

 投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明 

経営戦略における投資・財政計画は別紙のとおり令和７年度から令和 26年度までの期間と

しています。今後、ビジョンや基本計画を実現していく中でも、特に力をいれて進めていく投資

事業と、給水収益や起債など財源確保の方針について記載しています。 

 収支計画のうち投資についての説明 

 水道の施設整備等の推進 

・施設の老朽化を踏まえた水道施設の再構築 

・災害対策として、医療施設や福祉施設等の 重要給水施設への配水管の耐震化 

・経年管対策として、高級鋳鉄管(CIP)、硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)の布設替え工事等 

 DXの推進 

・維持点検業務におけるドローンの活用 

・人工衛星画像による漏水解析やＡＩによる管路劣化診断などの新たな技術を活用した漏水  

調査方法について調査研究を行い、特に玉山地域などの有収率が低い地域を対象に重点

的な漏水防止対策を講じます。 

 中屋敷ポンプ場建設 

  ・令和５年２月 28日に浄水処理を停止した中屋敷浄水場をポンプ場としてリニューアル

し、耐震性を向上させるとともに、近年頻発する豪雨災害に対する浸水対策を強化する

ことにより、災害に強い施設を構築します。 

 米内浄水場の更新 

・昭和９年の稼働から 90年以上経過した米内浄水場を更新するもの。創設時に建設され 

た各施設の老朽化は進んでおり、耐震性や持続性の面では対策が急務です。 

 

 

 

 



     盛岡市水道ビジョン 2045 

51 

 

 収支計画のうち財源についての説明 

 水道料金について 

今後は有収水量の減少による料金収入の減少や大規模更新等への対応などで収益の減少

が予想されます。そのため、収益の安定化を図るため、経営状況の分析を行い、適正な水道料

金について検討を行います。現行の料金体系で試算すると、令和 18年度から純損失が発生

する見込みであり、料金改定の検討が必要と考えられます。 

 企業債について 

水道施設は将来にわたって⾧期間使用するため、施設整備に要する費用の負担は世代間で

公平性を保つ必要があります。そのため、企業債を借り入れることで施設整備に要する費用を

一時的に調達し、⾧期にわたって償還していくことで費用負担の平準化を図ります。企業債の

借り入れにおいては将来世代に過度な負担をかけることのないように、料金収入とのバランス

も考慮していく必要があります。 

 国庫補助金について 

今後の大規模更新等への対応として、可能な限り国等からの補助金・交付金を活用します。

交付金を活用することで、料金改定率の抑制や起債借入の縮減効果が見込まれます。 

 収支計画のうち投資以外の経費についての説明 

 組織・人材・定員について 

組織内の人員配置の見直しや民間事業者への外部委託を進めることにより業務を効率

化し、職員数の削減、人件費の縮減を図ってきました。 

今後の事業規模や業務内容を勘案し、市長部局と調整した上で、経営の効率化と事業に

応じた適切な職員定数等に努めます。 

 委託費について 

施設・管路の老朽化に伴う維持管理に係る委託費の増加や、改築更新事業の増加に伴う

設計や工事監理に係る委託費の増加が見込まれます。計画的な老朽化対策や点検、維持管

理に必要な業務を見直すことで委託費の増加を抑えるよう検討していきます。また、修繕

や機械器具等の更新なども含めた、より包括的な委託について今後検討していきます。 
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 投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要 

 投資の合理化、費用の見直しについての検討状況等 

 広域化について 

岩手県が平成 29年１月に設置した「岩手県水道事業広域連携検討会」において、県内 

を５ブロックに分け各事業体が主体となり検討を行いました。このうち盛岡市、八幡平市、滝

沢市、雫石町、岩手町及び矢巾町の６市町で構成する「盛岡広域ブロック検討会」においては、

広域連携の可能性の検討等を報告書として取りまとめて、平成 31年３月に 

各議会に報告を行いました。また、平成 31年１月の総務省及び厚生労働省通知における

「水道広域化推進プラン」については、岩手県が主体となり取組を進め、令和４年度に各種

会議の開催や案に対するパブリックコメント等を実施しながら、「岩手県水道広域化推進プ

ラン」の策定を行いました。今後も岩手県と意見交換を行うとともに、他の事業体との情報

共有や、広域化に伴うメリット・デメリットの整理を行いながら、広域化のあり方を研究して

いきます。 

 民間の資金・ノウハウ等の活用（PPP/PFI 等の導入等）について 

  水道は市民生活に直結する極めて重要なライフラインであり、将来にわたり安全で安心な

水道水を安定的に供給し続けることが水道事業者としての最大の責務であると考えている

ことから、本市においては、直営による事業推進を基本に、市民に信頼される持続可能な事

業運営を目指します。 

 施設・設備の廃止・統合（ダウンサイジング）について 

  今後、人口減少に伴う水の使用量も減少していくことが予想されるため、水道施設・設備の

更新を検討する際には、関係計画の見直しによる周辺の水道施設・設備との統廃合（ダウンサ

イジング）の検討を行っていきます。 

 施設・設備の合理化（スペックダウン）について 

  水道管や水道施設・設備の更新の際には、送水量や取水量の過去のデータと水需要予測な

どから、水道管の太さや水道施設・設備の能力が適正か判断し、小規模化や合理化（スペッ

クダウン）の検討を行っていきます。 
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 資金運用 

水道事業は、バランスシート上、多額の預金残高を保有していますが、既に用途が決まっ

ている資金が多く、そのまま活用することは難しいところです。 

今後、老朽化施設の更新に伴う建設改良費の増大により、損益勘定留保資金の減少が見

込まれることから、損益勘定留保資金の状況に応じて、投資有価証券の購入も含めた長期

運用の検討を行うほか、流動資産である短期運用商品を中心とした運用についても手法を

検討します。 

 財源についての検討状況等 

 水道料金について 

  今回の経営戦略策定から４年後の次回経営戦略改定において料金改定に向けた本格検討

を行います。現時点のシミュレーションでは、令和 11年度から８年度ごとに７億円増額する

ことを仮定していますが、実際の料金改定時には需要予測の見直しや財政シミュレーション

を実施し、改定の有無と適正な改定率等を検討します。 

 企業債について 

経営戦略では、企業債の借入額は年度ごとの建設改良費から国庫補助金を除いた額の

30％を見込んでいます。この割合は、資金確保を必要以上に起債に依存しないよう、原則は

内部留保資金を活用しながら、予定期間内の建設に向けて不足する資金分のみ起債借入を行

うことを試算した結果、算定された起債の充当割合（起債比率）です。 

これを踏まえて、実際に借り入れる際の起債比率については、料金と併せて財政シミュレー

ションを実施し、適正な経常収支や補填財源、翌年度繰越現金等を確保するように設定しま

す。 
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